
 

1 

 

 

 

 

 

 

目         次 

 
      公    告 ﾍﾟｰｼﾞ

○ 産業集積の推進に関する基本指針に定める知事が特に必要と認める地域（産業政策課）……………… １
 

公         告 

 

   産業集積の推進に関する基本指針に定める知事が特に必要と認める地域 

 産業集積の推進に関する基本指針第２の５(2)に定める知事が特に必要と認める地域は、北播磨地域（西脇市

及び多可町）、中播磨地域（神河町）及び西播磨地域（赤穂市、たつの市（旧新宮町の区域に限る。）、宍粟

市、上郡町及び佐用町）とする。 
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